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ひとこと

　記録破りの猛暑、連続して上陸する大型台風浅間山の噴火、地震、

そして世界中で相次ぐテロ。この夏もまた自然界、人間社会ともに異

常な状況が続いている。

　とりわけ衝撃的であったのは、「9・11」同時多発テ［コから3年目を

むかえる直前に、ロシア・北オセチア共和国で起きた学校占拠事件で

ある。始業式が行われていた学校に武装集団が侵入し、約1，200人の

人質をとって2日以上もたて篭もり、最終的には銃撃戦となった。「犠

牲者は500人以上」とも推測され、その半数近くは子どもたちである。

　戦闘やテロがますます激化するイラクでも、殺されたり傷つき、苦

しんでいる子どもが増えている。新聞発表（朝日8月28日）によると

イラクにおける妊産婦・新生児の死亡率は高く、小児白血病やガンが

増えているという。戦火による直接の犠牲だけではない。ちなみに妊

産婦の死亡が10万件あたり310件と90年代の約3倍、新生児死亡も周

辺国の3倍の1．OOO件あたり107件に急増しているそうだ。「世界の児

童と母性」を視野に企画編集している本誌はこの事実を真剣にとら

え、読者と共に考え、私たち一人ひとりが行動できることは何かを模

索していかなければならないと思う。弱い立場のものへの差別と抑

圧、そして暴力はいかなる理由があったとしても、恐怖と憎しみ、復

讐の連鎖をうむだけである。

　本号の特集テーマは「家族の再統合」である。家族は社会の基礎集

団であり、人間形成の場、人を信頼し、尊重する心を育てるよりどこ

ろである。

　ところで、編集委員のおひとりウイリアムス飯久保蔦枝氏がご都合

により委員を辞され、本号から新保幸男氏が新たにその任について下

さっている。　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・瀧ロ桂子



現代社会と家族機能
特
家族の再統合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　はた　なか　むね　かず
大肺立大獣戦生活科学研獅レ搬畠中宗一

1．富裕化社会における子ども家族問題

　舗裕化社会における∫一ども家族間題は、貧困社会

におけるそれと基本的に異なる．，貧困8・t会における

．Jt・ども家族問題は、富裕化によって解消されるとい

う楽観的な認識さえ存在した。富裕化社会の子ども

家族問題は、第一・に窟裕化が家族機能の外部化をiiJ

能にし、その結果、家族機能が脆弱化するというこ

と、第．：に富裕化が私．事化を育てるということ、こ

の．ttつの変数の関数として出現してきていることに

留意しておきたい。（‘日1山宗・、2000　a：23）図1は、

富裕化社会における子ども家族問題を従属変数に設

定した分析枠組みである。（畠中宗’、2000c：96）

2．自己実現を指向する社会における家族機能の

　脆弱化と私事化

　自己実現を指向する社会において、一・方で家族機

能が脆弱化し、他方で私事化が促進されることは、

どのような状況を意味するか。前者は、富裕化が家

族機能を外部化した結果であるが、言い方を換えれ

ば、家族機能が脆弱化した状況で自己実現が指向さ

れるということを意昧する。後者は、私：∬化を1樹是

に自己実現が指向されることを意味する。

　ところで、家族機能は通常、①り汝の性的欲求を

充足させること、②r一どもを生み育てること、③家

族成貝に対して物質的・精神的両［而にわたる安定を

与えること、などがあげられる、，①については、共

働きが一・般化するなかで、セックスレスや家族ン芒間

に居場所を獲得できない状況から家族外で性的欲求

を充足させる人々の存在が指摘されている，，②につ

いては、共働きの場合、子育てそのものが外部化さ

れる状況にある，③については、家族がそれらの機

能を充足させることができていないことが指摘され

ている。（畠中宗一・編、2002b：io－38）

　このように、現代家族は、これまで言われてきた

家族機能を充足させることができない状況に至って

いる。

3．山根家族論における家族と社会

　山根家族論の特徴は、家族と杜会を対時的に捉え

ていることである。したがって、家族の社会に対す

る関係は、適応、過剰適応、不適応の3つからなる。

すなわち、

　家族の杜会に対する適応は、家族が社会に対’す

る抵抗体としての機能を果たしつつ社会の変動に

対応することを意味する。変化に対’応することと

抵抗することは矛盾しているが、その弁証法的統

合がここでいう適応である。家族の社会に対する

過剰適応は、社会の変動に対する家族の無批判の

対応を意味する。　プ∫、家族の社会に対する不適

応は、家族が社会の変動に対して否定的で適応に

失敗することを意昧するe（山根常男、1998：52）

？
》
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　家族を、社会は家庭に上足で人り込むことは許さ

れないという意味での「プライヴァシーのとりで」、

家族を、親の側から見れば育児であり、．J’・の側から

ILIれば人格発達であると表現できる育児の機関を意

味する「人聞性のとりで」として認識する山根にと

って、家族の「プライヴァシー」や「人閥性」が維

持できないような状況において、家族が抵抗体とし

ての機能を発揮することが期待される、、

　果たして、現実の家族は、山根のいう「抵抗体と

しての機能を果たしつつ社会の変動に対応する．」と

いう意味での適応ができているだろうか。さまざま

な家族問題の発生は、家族が過剰適応や不適応して

いることを物語っている。（｜P．i．llll～宗・、20〔〕3：26－

39；Prt1ワ芸　 一
和扇、　2004）

4．子どもの養育を阻むもの

　f’どもの養育を阻むものとして、U〕白立に関する

誤った認識、②r・どもをコントW一ル可能な存在と

みなす、③マニュアル指向、④親役割の実行能力の

低卜’、③群れる経験の不足、⑥．手間隙をかけること

を惜しむ、などが指摘されよう。

（1）自立に関する誤った認識

　戦後社会は、　一方で1．自立」に肯定的な価値観を

付与しつつ、他方で「目’え」や「依存」を否定的に

認i識してきた。（畠中宗・編、2002a：4－9）「rl

ψ：」を指向することが誤っているわけではないL，j”

どもが成長・発遼していくプロセスにおいては、tf’

どもなりに壁にぶつかりどのように対応したらよい

かわからないということが多々起こってくる，、この

ような場合、大人が了・どもの悩みに寄り添ってあげ

たりサポートしてあげることによって、r・どもは悩

みから脱出することができる、，ここでいうsLどもの

悩みに寄り添ってあげたリサポートしてあげる行為

は、丁どもの「．H・え」や「依存」を受容することに

等しい。このような場合、大人が子どもに「白分で

考えなさい」というメッセージを出す場合があるが、

このようなメッセージをもらった子どもは、何のモ

デルもない状況で悩み続けることになる．、（llll中宗

図1．富裕化社会における子ども家族問題の分析枠組

【説明変数】 【媒介変数】

・政策filカ

ストレス祉会

・管理社：会

・性別役割分業をめぐる葛藤

【被説明変数】

・個人主義的志向性

・ 平等主義志向性

・人権思想の．一般化

欝裕化

情報化

・ 私事化の肥大化

・ 規範の希薄化

・ 父親役割の希薄化

・ 家族閥係の希薄化
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一・、2004　d）子どもがより高い自立を獲得していく

ためには、「11．「え」や「依存」の機能をきちんと評価

しておくべきである。戦後社会は、子どもに「自分

で考えなさい」というメッセージを送ることが、子

どもの自立を促すと考えてきた節がある、、これは、

誤った認識ではないか。

（2）子どもをコントロール可能な存在とみなす

　1’一どもが「授かりもの」から「作るもの」として

認識されてきていることとも関連するが（柏木恵子、

2001：34－36）、大人の子どもに対する愛情のかけ方

は、「無条件の愛」というより「条件付きの愛」によ

って育てられる傾向が見られる。親の設定した枠組

みのなかで子どもをコントロールすることが行われ

ることになる。予どもは、親を愛するがゆえに良い

∫・を演じるが、それには臨界範囲が存在する。子ど

もの臨界範囲を超えると、子どもは簡単に切れてし

まう、．∫・どもを「条件つきの愛」によってコントロー

ルするという営みが、子どものn立を阻害する可能

性があることに敏感でありたい。子どもは、一・個の

i三体的人格として認識されることを大人がどのよう

に理解しているかが問われている。

（3）マニュアル指向

　加えて育児や子育ての領域でもマニュアル指向が

普及している。育児や子育てのマニュアル化は、育

児情報を育児雑誌に依存しなければならない現実に

よって普及していく，。もちろん保健所による1歳半

健診や3歳児健診で予防的な観点から発達上の問題

をチェックするために一・定のマニュアルが必要であ

ることは理解する。しかし、乳幼児期の子どもは、

発遠に個人差があるという認識は常識に属する。マ

ニュアルの普及は、マニュアルが一人歩きするとき、

自分の子どもを発達が遅れているか否かで見てしま

う。r・どもは、大人の働きかけによって、多様な反

応を示す主体である。育児ストレスや育児ノイロー

4

ゼの一因は、マニュアルを過信し子どもの多様性に

対する認識の弱さが関連している。

（4）親役割の実行能力の低下

　子どもができると親になるが、親になることは、

親役割の実行能力までを保証するものではない。か

つてフロムは、愛することには、能力が必要である

と記述したが（フロム、1959）、同様に親役割の実行

能力を高めるためには、学習や研修といったことを

必要とする。（畠中宗・、2003：50－51）1・d：どもが育

つ環境を整えてやることも親の役割である。昔の親

と今の親の置かれている状況は異なる。コミュニテ

ィがしっかりしていた時代は、親や家族を背後で支

えるシステムが作動していたが、今日はコミュニテ

ィの崩壊が言われて久しいわけであるから、育児や

子育ての問題は、親や家族の単位で対応せざるを得

ない。結果、孤独な育児が実行されることになる。

そのことはまた、育児ストレスや育児ノイローゼの

｝昆床でもある。

（5）群れる経験の不足

　私．事化の広がりが子育てに及ぼす影響を考えてみ

ると、第一に、家族団樂による食事から個食が増え

ていることを指摘できよう。食事をするという行為

は、家族が群れるための仕掛けの機能を持っていた。

（大谷Ut美子、2004：ll8－129）しかし、個食の広

がりは、家族が群れるという機能を希薄化させてき

ている。子どもは、群れる経験によって情緒を豊か

にしていく存在でもある．したがって、この経験の

欠落や不足は、子どもの情緒の発達に負の影響を・与

える。不登校やひきこもりの臨床例では、群れる経

験の欠落や不足が見られる。また公園デビューなど

において、自分の子どもが他者の子どもに砂をかけ

てしまった場合など、背後に控えている大人が対応

するということが多く、子ども同士あるいは子ども

集団で問題を解決するという発想が取れない。大人
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の手がすぐ出てしまうということは、大人がr一ども

をコントロー，レしているということでもある．，

（6）手間暇をかけることを惜しむ

　われわれの生活は、生産的であることを重視する

余り、効率的な思．考を好む，、結果、煩わしさを回避

したり、手間隙をかけることを惜しんだりする。ま

たlt・どものニーズに、代替的な千段で対応する。た

とえば．r・どもは、大人が子どものために時間と身

体を使ってくれることを期待しているにもかかわら

ず、大人はお金やものによって子どものニーズに対

応しようとする。大人は白分の什事に追われている

ため、．r・どものために使川する時間と身体を持ち合

わせていないcしかし、手間隙をかけなければなら

ないときに、親が子どもにきちんと何き合えないこ

とに、r・どもは、自分に対’する．親の愛情に不安を抱

く，．、∫・どもは、さまざまな形で大人の愛情を確認し

ようとして「ll層」る．、自立を図ろうとする」’・ども

は、「’N’え」を許容できない親からさらなる不安を抱

くことになる、，」㌘育ては、いっときである．．．そのと

き、子どもときちんと向き合えるかがポイントであ

る∩下間隙をかけることに億劫になってはいけないc、

きちんと対応すれば、r一どもの関心は、また別の対

象に移っていく。．」／どもとは、そのような存在であ

るtt．きちんと対’応しないことが、了・どもに同じこと

を何度も要・求させることになる，，

も家族間．題に対しては、　・方で、これまでのしつけ

や了’育てのあり方を反省し、他方で、家族が†三体性

を発揮できるような枠組みを整備することが必要で

ある。これらの条件がクリアされて、家族の再統合

という目的を達成するための可能性が生まれるので

はないカ㌔
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1↓1111S1でトClノ戊　　1 ］…）9S、　 f末fii2　と　 トト　∫ミ ：　ト　　会pl．．fty／．FF：e）ヌ1　1‘‘r「§を ｜1　ざ 「，　1’C」　 ぷtilt老kイi

　M．

5．結論

　現代社会は、生産性を高めることに．i三眼をおいて

富裕化を実現してきた．．しかし、■裕化を実現する

ために多くのことがらを犠牲にしてきたことも事実

であるtt．富裕化礼会のなかで生起してきた子ども家

族問題は、家族機能の外部化に伴う家族機育旨の脆弱

化およびTA　rl　IL化といった2変数の関数である。した

がって、このような状況で生起するさまざまなイ・ど

キーワード：山根家族論

　山根家族論は、r家族と人格：家族の力動理論を目ざして」

「家族と結婚：脱家父長制の理論を目ざして」「家族と社会：

社会生態学の理論を目ざして1（いずれも家政教育社）の3部

作に代表される。家族の原型を父母子として認識し、子を含

むがゆえに育児の機能が堕視される。また個人愛から家族愛

を媒介して社会愛が育つという認識が取られる。加えて、「家

族と社会」で展開された適応の概念は、家族の抵抗機能が恵

図されている点でユニークである。山根家族論の紹介として、

畠中宗一編（2004）「抵抗体としての家族：主体的な家族を志

向す．る人々のために」（「現代のエスプリ」442）至文堂を参照

されたい。
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わが国における子ども虐待

に対する認識と対応の歴史

　コ

家族の再統合

　　　　　　　　　　　　　　にし　ざわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さとる
大阪大学麟麟瓢謡霧西澤　哲

1．はじめに

　子どもの虐待の歴史的な展開を扱った論文や轟籍のほ

とんどは、今日の虐待に対する認識やkJ’1じの出発点を

1960年代初頭のKempeの研究においており、その意味で

は、］IJ；pt的に見た場合、1960．年あたりが虐待元年といっ

たことになろう。ではわが国の場合にはどうかというと、

おそらく1990年あたりということになるのではないだろ

うかt：1990年には日本で最初の虐待に関する民間ネット

ワークである児1！’it虐待防．IU窃会が大阪に誕生し、翌1991

年、東京にj’・どもの虐待防1トセンターが設立：され、その

後、民間のネットワークは全国的な広がりを見せた、，

　また、児童相談所の統i∫1’で、それまでは「養護相談」

等に含まれていたものを由待に凹する川談として別立て

で集計し始めたのも1990年のことであった、，それ以前の

虐待の実態に関しては、1973年から74年にかけて当時の

厚牛省児竜家庭局が児？餅目談所を対象に行った湖査や

1987年の厚伎科学研究で行われた小児科医を対象にした

調査（松非ら、1987）など、散発的な調査に頼るしかな

い状況であったtt

　l990年度の「児童相談所における虐待相談の処理f｜；数」

は約1，000件であったが、その後、年々急激な増加を示し、

2003年度のそれは26，735件にもなっている，、こうした数

’｝：を見ても、わが［Tllの虐待対応の1が史は1990年を起点と

していると見て間違いないであろうや

　子どもの虐待に関する主たる研究論文や専門書も、そ

のほとんどがエ990年以降に出版されている。もちろん、

爪要な研究汎の中には、それ以前に出版されたものもあ

る。たとえば、池田の「児王霞虐待の病理と臨床」は1979

年に出版されている◇しかL、これはある意味「例外」

であり、1］rl　lkisの：」：どもの福祉や保健・医療にはほとんど

影響をb’一えなかった白池mの重要な業紡が再評価される

ようになったのはやはり1990年以降のことであった。

　そこで本蘭では、1990年以降の了・ども虐待に関するわ

が国の動向について、研究論．文、～じ門書、および法律や

社会制度の変遷を手がかりに概観することにする。

2、虐待に関する認識

（1＞虐待の定義

　今llの「子どもII匂待」は英語の”chi　［d　abusc”の訳語

であり、本来の意昧は「f・どもの存在や子どもとの関係

を保護者が乱用し、保護者の欲求や要求を解消しようと

する行為」であると言える◇1990年以降、虐待という言

薬はこうした意味で用いられてきたが、長らくその定義

は定まらなかった。多くの研究論文や報借は、大阪府児

竜虐待対策検討会議（1990）の定めた定義に準拠し、虐

待を定義していた。

　わが国で虐待に関する公式の定義が登場するのは、

2000年に制定された「児帝：虐待の防止等に関する法律」

（以1“、児童虐待防止法）であったoこの法律は、従来

の習慣的な定義を踏襲し、子どもの虐待を身体的虐待、

ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の4つに分類してい

る、，また、20（ン1年に行われた同法の一・部改正で、配偶者

聞暴力（いわゆるDV）の日撃が心理的虐待｝こ含まれる

とされたs今後は、子ども白身が直接的な※力を経験し

ていなくてもDV家庭で育った場合には虐待にあたると

判断され、保護の対象が拡大されることとなったe
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（2）虐待に関する認識

　このように、1990年以降、法律や制度の面での整備が

進められたわけであるが、それは、J，ec・li：・にかかわる専門

家たちの虐待に対するli忍識が高まったということを必ず

しも意味しない。20｛〕2年度の厚生労｛動省報告例によれ

ば、同年度の虐待相談処理件数は23，738件であり、その

1句謝Uよ、　身t4⊆∬勺∫苫f寺力elO，932M：　（46．］96）、　’ltlMtJJ‘Sf寺力；

820f牛（3．5％｝、心理rlり虐待が3．046件U2．8％）、ネグ

レクトが8，941〕件（37．7Vi））となっているt．tこれは、た

とえば米国をはじめとした欧米各岡とはかなり異なった

特徴を示しているt、欧米では、ネグレクトが全体の50％

以上を占め、身体的虎待は20－30％にとどまる／、また、

性的虐待は全体の10～20％を占めている（西澤ら、2〔｝OO）。

こうした統計データと比較した場合、わが国では、虐待

と言えば．じとして身体的虐待を意昧しており、ネグレク

トが過小評価される傾lii－jにあると思われる、，また、性的

虐待は欧米に比べて桁違いに少ない構成比となってお

り、虐待にかかわる大人たちが性的虐待を適切に元忍識で

きていない可能性を示唆している。児童相談所に勤務す

る精神科医の観点からわが国の虐待問題を概観した開原

の論文（］994）でも、セlil1勺虐待に関しては米国のデータ

を示すのみにとどまっており、わが国の状況については

首及していない、，また、筆者の経験では、児童養漫施設

等の児童福祉施設には家庭での性的虐待を経験Lた子ど

もが多く存在するものの、その大半は施設人所後に性的

被害の事実がわかったものであり、児戒相談所がその被

害を認識していたf・どものほうがむしろ少ないc、こうし

た状況は、性的虐待に関する認識の不卜分さを表してい

ると言える。

3．虐待に対するソーシャルワーク

　J’一どもが虐待を受けているとの認識を手．1：会が持った場

合、原則的にはf・どもの保li隻、適切な養育および治療の

保障、保護者への治療・支援、そしてそれが可能な場合

には家族の再統合に向けた援助などの一連のケアが提供

されなければならない。こうしたケアは、ソーシャル

ワーク的な援助と心理臨床・梢神医1寮の領域の援助に大

111rdveの児市と母刊．

別されることになるが、結論的に言えばわが国の現状で

は、．f・どもを虐待環境である家庭から分離し児敢養護施

設をはじめとした養育機関に託するといったソーシャル

ワーク的援助にとどまっている、、Jf・どもや親に対する心

理療法や梢神医」孟6による支援・治療の取り組みは、次項

で述べるようにまだその端緒に着いたばかりであるe

　1990年代に人って．］：どもの虐待に関する専門．A：が相次

いで出版されているが、90年代前半においてはそのほと

んどが虐待環境からの子どもの分離に力点を置いたソー

シャルワークに関するものであり（たとえば沖崎、］992）、

子どもや家族の治療に関する論文やiJF・vaは1990年代の後

Y一から2000年代にかけて散見されるようになった程度で

ある、、

　r一ども虐待に対するわが国の対応がソーシャルワーク

的援助にとどまっていることは、法律・制度面からも明

らかである。2000年に縮II定された児童虐待防．1ヒi’去は第4

条で国及び地方公共団体の☆務等を定めているが．その

中心は「児童虐待の早期発見及び児刊芦待を受けた児童

の迅速かつ適切な保滋」であり、その後のケアについて

はほとんど言及されていない。2004年に行われた法改IE

ではこの第4条が大幅に改IEされ、国・地方公共川体の

L’Ci＄，が分離後の了・どものケア、保護者のケァ、および家

族1’t［Wt合に向けた取り組みにまで拡大されたt．、こうした

法律の改正を見る限り、分離後のケアの必要性に関する

意識は2000年以降ようやく高まったということになる。

4．虐待を受けた子ども、虐待にいたった保護者・家族

　の支援および治療

（1）虐待が子どもに与える心理・行動上の影響の認識

　　　と子どもの援助・治療の現状

　虐待が及ぽす子どもへの心理rl勺影響に関して、わが阿

のY・どもを対象とした症例の検討や調査結果が報告され

始めたのは1990年代後．’l／，以降である、，奥lll（1997＞は、

虐待を受けたr一どもとの臨床経験をもとに、虐待による

1：どもへの心理的・精神n勺影響を発達．Lの問題と’t・的外

傷の問題とにわけ、発達上の問題として1’白L：抑制ノJの

低IV　1「体験のisol：uion．i「i「己評佃iの｜tk下」「怒りをかう
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行為」「lll己の連続性の低下」を、また、心的外傷の問

題として「PTSD」とm待の再体験」を挙げているc、

また亀岡（1997）は、入院治療を行った35人の子どもの

梢神科的特徴を分析し、自傷・他害行為、反社会的行為、

学習上の問題、食行動の異常が多く見られたと、従来の

欧米の研究とほぼ一致する結果を報告している。

　こうした複数の事例を対象とした臨床的研究に対し

て、2000年以降には蚤的な調査研究が行われるようにな

った。西澤ら（2000）は、児童養護施設に人所している

子どもたち179人を対象に、CDC（Child　Disseciation

Chcck｜ist、　Pu【11am、1985）とTSCC（Trauma　Sympkハm

ChecklLsL　i’or　ChiTdren、　Briere、1996）を実施し、その結

果を施設人所以前に虐待経験のある群とない群で比較し

ている。その結果、虐待を経験して施設に入所している

子どもは全体的に解離性の反応が有意に多く、また、屑

待経験のある群に、抑うつ症状、不安症状、怒りの症状、

およびポストトラウマ症状が有意に多く見出された。

　このように、1990年代の後半以降は、虐待を受けた子

どもを対象とした質的研究およびM的研究が行われるよ

うになり、虐待が子どもに垂大な心理的・精神的影朝1を

与えることが明らかになった。

　虐待が子どもに重大な心理的影響を与えるとするな

ら、子どもへの援助は虐待環境からの分離・保護だけで

は不十分で、子どもの心理的な援助が必要となることは

明らかである。とりわけ、子どもと家族との再統合を考

えるなら、虐待に｝．II来する子どもの症状や行動を改善す

ることは、再虐待の発生の予防という見地からも非常に

重要な意味を持つ。1999年に原ZE労働省は児童養護施設

への心理職貝の配置を開始したが、これは子どもたちへ

の心理的援助の必要性の認識と呼応した動きだといえよ

う。

　1990年代半ば以降、心理臨床や梢神医療の互享門雑誌に

虐待を受けた子どもの心理治療に関する報告が見られる

ようになった（前田、1993；1⊥．｜口、1994；康、1997；水

［：r］ら、1998；棚瀬、1998；藤出、1998）。こうした臨床・

当例研究では、外傷的体験の想起と表現、虐待体験のプ

レイにおけるil｝現、虐待者への怒りの表現、ケアや医療

8

をテーマとしたプレイ、セラピストとの身体的接触や退

行現象などが心理療法のテーマとして指摘されている。

．一方で、こうしたテーマの取り扱いについては、子ども

主導型の展開に任せる立場から、トラウマからの回復の

プロセスとして積極的に介人する立場までさまざまであ

る。今後、心理療法における虐待体験からの回復過程に

関する検討が必要であろう。

（2）虐待傾向のある親・家族の心理的特徴の理解と親・

　　　家族の支援・治療

　親や家族がどのような経過で子どもを虐待するにいた

るのかに関して、臨床心理学的および精判1医学的な観点

からの検討が行われるようになったのも1990年代半ば以

降である（鵜飼、2000；棚瀬、1996；岩田、1995）。こ

れらの研究は、1970年代以降の欧米の議論を踏まえ、わ

が図の親や家族の状況を検討している。

　鵜飼（2000）は、虐待の『世代間伝達』と1［乎ばれる現

象を、対象関係論および愛着理論の観点から検討し、虐

待を受けたという自分の成育史．．ヒの出来事を現在の自tj）L

がどのように受け止めているか、つまり、その体験が

「自分の過去の歴史の一’部」として整理されているか否

かが、虐待の発生に関して重要な鍵を握ると論じている。

　棚瀬（1996）は、子どもへの虐待を生じる4つの要件

を整理している。その4つの要件とは、①母親自身の乳

幼児期における被虐待体験あるいは何らかの被剥奪体

験、②子どもに対’する母親の認知的歪曲、③限界を越え

た危機状況の存在、④杜会的援助の欠如である。棚瀬は

自身が治療に当たった事例の分析によって、これら4つ

の要件の．妥当性に関する検討’を行っている。

　岩旧（1995）は、入院治療を行った子どものうちで精

神科医が両親に面接した38例を分析し、親自身の成育歴

における問題から虐待の発生および悪化に至る経過を、

悪循環を中心とした力動的モデルとして提示している，

　このように、ig9．　0年代後期以降、わが国においても虐

待傾向のある親や家族の心理学的・精神1屋学的理解はあ

る程度の進展を見せた。また、これらの理解に伴い、親

自身の被虐待歴の整埋、子どもに対する認知の歪みの修

III、虐待の発展における悪循環の阻止など、親・家族の



《‘f療で焦点とすべきテーマが浮ヒしてきた。しかし、こ

うした親への治療や支援を誰がどのような形で担うのか

という制度的問題が捌上げにされていると言える。親や

家族のケアは、制度的には児酸相談所の役割とされると

ころだが、現在の肥蔵相談所はltどもへの対応で一T・一杯

といった状況にあり、その役割を担うことは不‘げ能であ

る。また、東京の了・どもの虐待防iヒセンターや大阪の児

散虐待防止協会等の民II｝1団体が虐待傾「自ユのある親たちの

ためのグループ’を提供しているものの、ぷ要にまったく

追いつけていない状況である、．こうした現状を考えるな

ら、親や家族の援助に当たる機関の整備が急務であると

言えよう。

5．おわりに：家族の再統合を目指して

　本稿で見てきたように、虐待は子どもに大きな心理nり・

梢神的ダメージをtJ・えるものであり、．f・どもに対する心

理的な援助や治療が不rlr欠である◇また、虐待にいたる

親の多くが梢神rl勺な問遅iを抱えており、　J：どもと同様、

精神的な援助や治療を必要としている。先述のように、

ノ㍗川の児酌占待防1｝こ法の改IEによって白治体の責務に家

族の再統合が含まれることになるが、こうした「家族の

再統合」は、∫・どもや親への．｜．’分な援助・治療の1’．に」1：

つものでなければならず、子どもや親への援助・治療を

抜きにして家族の再統合だけが至ヒ命令のごとく先走る

といった事態は避けなければならなし㌔

　また、親の精神的援助や家族再統合のためのプログラ

ムを提供するためには、「予ども家庭福祉」のパラダイ

ムの大きな転換が必要になる，、従来の了・ども家庭福祉は、

r一どもの養育の第．・義的）1：汀丑を保護者「および家庭に置

き、保誰者がその養育力の限界に達するまで社会は介人

せず、限界に逮して家庭の養育機能が破綻した段階で初

めて社会がr・どもの養育をdlき継ぐ’という、いわはi「．バ

トンタ．yチ型」のパラダイムを持っていた。このバトン

タッチ型パラダイムでは、t”どもの養育を杜会が引き継

いだ後には保護者や家族が再び表舞台に登場することは

なく、したがって保護者の援助や治療、あるいは家族の

再統合などの発想は生まれないことになる。今回の法改

IIL　lnの児砧と母性

lEに盛り込まれた援助の内容は、育児を当初から保護者・

家族と社会との共同作業であるととらえる「協働型」の

禍祉パラダイムの発想である。このように、虐待を生じ

た家族への援助や家族の再統合を追求することで、その

前時代性が指摘されてきたわが国の．了・ども家庭福祉が大

きな前進を遂げることにもなるのだ。
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キーワード：虐待の世代間伝達

　子どもの頃に虐待を受けて育った人が親になって子どもを

虐待してしまう現象を指す。虐待が社会問題となった当初、

虐待はすぺてこの世代間伝達の結果であると考えられてきた

が、その後の研究は世代間伝達の比率を30～40％程度として

いる。しかし一方で、深刻な虐待を行う親の大半が虐待を受

けて成長していることも明らかとなって吉ている。世代間伝

達が生じるからこそ虐待を受けた子どもに十分な治療やケア

が必要になると言える。
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家族再統合や家族の養育機能の

再生・強化に向けて一児縮醐止対策か．

特
，

家族の再統合

　　　　　　　　　　　　　　あい　ざわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさし

吸働馨鰭撫嬬畿2相澤仁

1．はじめに

　周知のとおり、合計特殊出η三率がユ．29になり少r一

化が進行しているにもかかわらず、児蹴虐待、少年

夢川「が増加傾向にあり、児1†｛：問題が深刻化している。

平成15年度の児竜相談所における児～1（虐待州談処JM

件数は速報値で26，523Wとなり、依然として増加が

続いている◇

　また、r・どもと保護者を分離保護し、了一どもが児

‘宝｛：福祉施設や里親て’｝；に措置されたW数は、表1をみ

るとわかるように、平成9年度〔L198f’1：）から⊃1z　pk

l3年度〔3，006件）まで増加している、tt’F成14年度に

おいては2，870件になっているe

　厚生労働省においては、以前より、児童虐待が深

刻な状況にあり、社会全体として早急に取り組むべ

き問題であるという認識に“1－．ち、平成14年12月「児

r置虐待の防IL等に関する1き，qllj委貝会」、平成15年4月

「判：会的養護のあり方に関するΨ門委貝会」を社会

保障審議会児～稲ll会内に設置し、検討をいただくと

ともに、児〒iτ部会（本体）においても各委貝会の報

告を踏まえつつ、児‘’iコ1虐待問題｝こついて検討を厄ね

ていただいた。それらの報牝1｝：を踏まえ、児童虐待

等の問題に適切に対応するため、児童相i淡に関する

体制の充実等を行う「児’i重福祉法の’部を改正する

法律案」を第百∬1二．1’九回国会に提出した。

　さらに議貝立法の形で「児㈹芦待の防止等に関す

る法律の一部を改正する法律案」が同国会に提川さ

れ、平成16年4月7日：L∫i央、成立したのである。

　ここでは、家族1可統合や家族の養育機能の再生’

強化について、制度的な而からその取り組みについ

て1：「及する。

2．家族再統合および家族の養育機能の再生・強化に

　関する児童部会からの指摘

　児］’i文部会においては、「児載虐待の防1ヒ等に関する

1占〔門委員会」、「社会的養護のあり方に関する〔17〔門委

貝会」の2つの委員会報告｜1｝：および児革：部会におけ

る議論を踏まえ、「児竜虐待への対応など要保護児～iI

および要支援家庭に対’する支援のあり方に関する当

面の見直しの方向性について」を取りまとめた。そ

のなかで、家族再統合や家族の養育機能の再牛に対

する課題および対策については、次のような指摘が

なされた，、

　児’童虐待防1卜対策のU標は、虐待を受けた子ども

が安全で安心できる生活を保障するだけでなく、適

切なケアや治療を提供することによって、子どもの

心身の健全な発達とドばを促し、さらには保護者へ

の適切な指導・支援を通じた家族川統合や家族の養

育機能の再生・強化にある．，

　そのためには、分離保護も在宅支援の場合も、虐

待を受けた一∫・どもだけではなく、虐待を行った保護

者に対’する治療や指灘の充実など「家族」への支援

という視点にX？1ち、十分な実態把握・評価（アセス

IO
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メント）を行うことが必要であるJそのうえで、家

族1「｝統合や家族の養育機能の再生・強化に向けて、

すでにいくつかの機関によって実施されている保護

者に対する治療・指導プログラムを充実、発展さ

せ、普及を進めるとともに、家族再統合に向けたプ

ログラム開発についても研究を進めることが必要で

ある。

　また、r・どもと保護者の分離保i護を行った場合で

あっても、uJ’能な限り家庭的な生活環境を保障する

とともに、r・どもの1固々の状況に応じてきめ細やか

なケアを行えるよう、i．ll．親制度の充実や施没におけ

るケア形態の小規模化を進めていく、，そして必要に

応じ、適切な治療や、児．蜘二い：’1生活援1功Ill：業（自Ctl

援助ホーム）の充実などU立1への支援を強化してい

くことが必要である。

　また、f’どもの日立や家族ll｝統合、家族の養育機

能の再生・強化にあたり、地域において、）‘髪待を受

けたf・どもとその家族のU、ヒに向けたIUtJl的な支援

を行ううえで、見守り役としての市町村の役割が「n

要である．．このため、関係職貝の資質の向ヒや多く

の関係機関からなるll川’村ネットワークの強化が必

要である，，

3．厚生労働省としての主な取り組み

　厚：小労働省としては、児償虐待の現状やこうした

指摘を踏まえ、児帝福祉法の改正案の提出、児敢虐

待防止対策関連予算の拡充、保護者指導法の開発1こ

関する研究などの対策を諺じ、家族再統合や家族の

養育機能のド｝生・強化を1剰っている。

（1）改正児童福祉法案

　改ll三法案における家族再統合や家族の養育機能の

｜1μ1㌍強化に関連する111：な事項の概要について紹介

する。

　1つは、地方公共団体に保護を必要とする子ども

の状況の把握や情報交SfLUを行うための協議会を設置

できることとするとともに、協議会参加者の守秘義

務、支援内容を’JC　rl　｛Jに把握する機関の選定等、そ

の運営に関し必要な規定を整備する規定を設けた。

これにより、保護を必要とする子どもについての情

報をrl尚広に人手できるようになるとともに、要支援

の家庭へ適切な保護や．支援が行われるようになると

考えている。

　2つ目は、児：竜福祉施設および児1†（自）ヒ生活援助

山業（自」Z援助ホーム）の業務として、退所した児

i／il［：に対する相談その他の援助を位置づける規定を設

表1．児童相談所の児童虐待相談における児童福祉施設入所措置・里親等委託件数

平成9年度 平成10年度 平成ll年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
種　類

件数　　　％ 件数　　　％ 件数　　　％ 件数　　　％ 件数　　　％ 件数　　　％

1，166 97．3 1，391 97．5 2，081 97．7 2，527 96．5 2，857 95．0 2，698 94．（．｝施股入所描雌

　「　＾　一　’　一　＾　’　一一＾一＞

　l
l児意養液施設

　I
　l乳児院

　1児意自立支援

　，

；その他の施設
、　　　‘　　　：　　　，　　　．　　　、　　　：

1　三ll：1：1：ii：竃t竃：獄量lill：illi：～i　il鮒1き；［纒蛾．！8，．L竺．；．竺・⊥㌘㌧．．竺已．L8L．已・1．，ll・・L…三・；・・竺．．已．．　　　　　　　　i32…2，7’39i2．7…7313．4’ほ614，4il3（……4」：L3z…4．6

，　　　．　　　： ，

曳親等委託 32
2．7 35

2．5 48 2．：］ 91
3．5 レ19 5．（［ 172

6．0

合　計 1，198 lo〔［層〔1 1，426 1（x）、o 2，129 ［00．0 2，Ul8 lor〕，〔1 3，（拍6 1〔〕o．o 2，87〔〕 loo，〔｝
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けた，，これにより、家族再統合後の見守りや支援な

どのアフターケアの充実が図られると考えている。

　3つ目は、保護を必要とする子どもに関する司法

関与の見直しを行い、家庭裁判所の承認を得て行う

児童福祉施設への入所措置について有期限化する規

定を設けた。期限を設けることで、保護者が将来の

児通しを持つことができるなど、保護者に対する支

援を効果的に行いやすくなるのではないかと考えて

いる。

　4つ日としては、子どもの保護者に対して児並相

談所が行う指導措置について、家庭裁判所が関与す

るイ」：組みを導入する規定を設けた。具体的には、ま

ず施設入所措置の審判過程において、家庭裁判所は

都道府県に対し、①審判の申立llilに行った保滋者指

導措i置1の結果に関する報告や意見、②事例によって

は、審判過程において一定期間保護者指導措置を継

続し、その結果に関する報告や意見を求めることが

できること。また、施設入所措慨の承認の審判を行

う際、家庭裁判所が、必要に応じ、児童相談所に対

し保護者指導措置を採るべき旨を勧告する制度を導

入することとなっている。これにより、輪尊に従わ

ないといった保護者に対しても一定の効果が期待で

きるのではないかと考えている。

（2）16年度児童虐待防止対策関連予算

　また、予算面においても、平成16年度においては、

前年度と比較しておおむね3．5倍の予算措置を講じ

たところである。

　家族の1呼統合等に関連する事業としては、

　①育児支援家庭訪問事業の創設

　　出産後問もない時期やさまざまな原因で養育が

　　困難になっている家庭に対して、育児・家事の

　　援助や、具体的な育児に関する技術支援を行う

　　ことにより、個々の家庭の抱える養育止の諸聞

　　題の解決、軽減を図る。

　②子育て支援総合推進モデル事業（都道府県事業）

　　の創設

12

　　地域の医療、法律等専II‘1機関の協力を得て、児

　　黄相談所が相談機能の強化を図る等地域の養育

　　力を高める先駆的取り組みへ補助をイ予う。

　③施設の小規模化の推進

　　・地域小規模児意養護施」文の拡充

　　　被虐待児等を家庭的な環境の中で養育するた

　　　め、地域小規模児童養護施設を拡充する。

　　・児童養護施設の小規模グループケアの推進

　　　施設内において他の入所児童への影響が懸念

　　　される等手厚いケアを要する子どもを対象

　　　に、小規模なグループによるケアを行う体制

　　　を整備し、これに対応した職貝を配置する。

　　　「地域小規模児童養護施，｛莞」とあわせ全児童

　　　養護施設に少なくとも1単位の小規模ケアを

　　　実施，，

④家庭支援馴1‘珊談員（ファミリーソーシャル

　　ワーカー）の配置

　　児童養護施設等の入所児童の早期家庭復帰等を

　　図るため、施設入所前から退所まで、さらには

　　退所後のアフターケアに至る総合的な家族調．整

　　を担う家庭支援専門相談只（ファミリーソーシ

　　ャルワーカー）を、児堆養護施設、乳児院、情

　　緒障害児短期治療施R莞、児童自立支援施設の全

　　施設へ配置する。

　⑤自立援助ホームの拡充

　　自立援助ホームのか所数の増を図るとともに、

　　虐待などを受けた経験から人間関係がうまく築

　　けないなど自立に向けた指導が必要な児童に対

　　し、就労先の開拓や住居の郁匡保、関係機関との

　　調整等対外関係調整について一層の体制を整備

　　するため、対外関係調整事業を創1没する。

といったものになっている。これらの三F業の実施に

より、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化が

図られると考えている。

（3）保護者指導法の開発等に関する研究

　保護者指導の取り組みは、一’部の児竜相談所にお
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いて独自に開発したプログラムに基づいて行われて

いるものであり、虐待に至る背景は複雑であること

から、汎川性の高いブ．ログラムの開発にはさらなる

取り組みが必要である、，厚生労働省としては、厚生労

働利・学研究において「被虐待児．1∬の保護者への指導

法の聞発に関する研究」を実．施してきたところであ

り、その研究成果やフヒ》［《的な取り組みの成果を踏ま

えつつ、こうした保護者指導に関するプログラムの

碓、～1とそのi咋及に向けて努めているところである，、

4．改正児童虐待防止法にみる家族再統合等に対す

　る強化

　今川の改1．〔では、国と地方公共団体の責務として、

これまでの11L期発見および児童の保護に加え、「P

防．」「自ウ1支援」「1呆護者に対する親了・再統合の促進

への配慮」「児・LiG［：が良好な家庭的環境で生ii日するため

に配慮をした適切な指・導・叉援」「児1’i’［：虐待を受けた

児恒のケア並びに児．1’1ζ虐待を行った1呆護者の指導お

よび支援のありJj一など必要な’1［項についての調介研

究および検証．」などが盛り込まれたのである、、

　この改正によっても、家族1り統合や家族の養育機

能の再生・強化が惇1られることになる．．

　今1司の児革：虐待防IL法の改IEや児童福祉法の改il：

案においては、家族再統合や家族の養育機能の再ノド・

強化に結びつく：規定が盛り込まれた／tしかし、治療・

改善意欲のない保護者、被鷹待体験をもつ保護者、

梢神的な問．題をもつ保護者などに対する支援は・筋

縄ではいかないことが多いLtそのためには、一・人ひ

とりのr・どもやその保護者・家族に対する的確なア

セスメントと精度の∬い支援・治療プログラムの開

発が求められている「

　また、r・どもやその保護者‥家族の：1・一ズに応じ

た適切な支援・治療を効果的に実施するためには、

r幅広い関係機関の連携による長期にわたる取り組み

が必要であり、．柔軟で機動力のあるネットワークの

もとに、各機関が果たすべき役割をi‘t任をもって1茎

行することが求められている△

　現在、次世代育成支援対策の取り糸U．みとして、法

改1じや地域行動計画の策定などが進められている

が、そうしたなかにあっても児竜虐待防IL対策を明

確に位置づけ、推進していこうと．杉えているが、今

後は、さらに家族再統合や家族の養W機能のII∫生・

強化に向けて、前述した課題の解決にも努めていき

たい、．

5．家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向け

　ての課題

　児巾相談所など関｛系機関では、これまでに得られ

ている科学的根拠や臨床の知を結集して創意1：火し

ながら、保護を必要とする了・どもや’茨支援の家庭に

対するいくつかのイ1’効な方法やプログラム等が聞発

され、それを川いた取り組みが行われ．’定の成果を

あげている。また、研究においても、家族再統合の

ためのプログラムの開発やガイドラインなどの作成

を行ってきた。しかし、家族川二統介のための方法な

どについては確｝1’1されているといった段階ではな

く、これからさらに充実・発展を図っていくことが

必要である、、

キー・・り一ド：家族再統合（家族の養育機能の再生）

　子どもがその保護者から虐待を受けた場合、必要に応じて

子どもを保護者から一時的に引き離すことがあるが、そうし

た場合であってもその子どもおよび保護者が親子であること

には何ら変わりはなく、保護者が虐待の事実と真舩に向き合

い、再び子どもとともに生活できるようになる〔「家族（親

子）の再統合」）のであれば、それは子どもの禰祉にとって羅

も望ましい。しかしながら、深刻な虐待事例のなかには子ど

もが再び保護琶と生活をともにすることが、子どもの福祉に

とって必すしも望ましいとは考えられない事例もある。この

ような場．合まで家族（親子）の再統合を促進するものではない。
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家族再統合における
司法との関係

家族の再統合

　　　　　　　　　　　　こ　あくつじゅん　こ

松・雄鱗漸弁護士小圷淳子

1．はじめに

（1）了・どもは、本来、親の元で愛情を受けて健や

かに成長する権利を有している。たとえ、虐待等に

より親元から分離・保護されたとしても、いずれよ

い形で親の元に帰っていけるよう、児童相談所（以

卜’「児相」という｝をはじめとする子にかかわる関

係機閤の取り組みが求められている、再統合が不fT］’

能なケースは別として、＊Zl’r・分離は再統合に向けて

の出発点であり、分離後の取り組みこそが本題であ

ると言ってもよい、、

（2）ところで、現行法下では、司法（本稿では．｝三

に家庭裁1卜ll所（以ド「家裁」という〕を指す）が児

r忙虐待川題にかfJ　liわる場面は限定されている。

　親子分離が必要な場合において、　・時保護（児巾

福祉法33条ユ項）は児童相談所長の権限であり、家

裁の関’チはない、．また、施設人所措置がとられた後

に再統合に向けて家裁がlva　・ltt・する手続もない。司法

が関’j・するのは、施設人所に親が反対している場合

に児童福祉法28条の施設入所承認の審，liil〔以ド「28

条審判」という）が申し、？1てられた場合くらいなも

のである（本稿では、離婚や親権変更等画親1ハ1の問

題や親権喪失等については触れないこととする）。

　しかし、分離場面で関与する家裁も、分離後の再

統合を重要な課題ととらえ、以ドのとおり、28条審

判の手続のなかで再統合を兇据えた取り組みがされ

ている例も見られる。

2．28条審判において

（1）28条審判とは「保護者が、その児籏を虐待し、

著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させる

ことが著しく当該児選の福祉を店：する場合」におい

て、児屯の親権を行う者等が、里親委託や施設人所

の措置をとることに反対の意思を表示しているとき

に、家裁の承認を求める審判事件であるn

　中立があると、家裁は、家庭裁判所調査官（以『ド

「調査官」という）が子どもや親と面接したり、関

係機関に照会する等して調査を進め、施設入所等を

承認すべきかどうかを判断するvしたがって、家裁

の調査の直接の11的は、虐待や著しい監護不適切・

福祉侵害があり親陥分離をして施設に入所させる必

要があるのかどうかを見極める点にあるが、さらに、

調査官が親と而接する際に、子どもの現状を認識さ

せたり、親の監護状況の問題・ll，1：の指摘をする等、親

子関係改善のために必要なアドバイスを行ったり、

援助する機IYdの紹介を行うこともあるとのことであ

る（惣脇美奈子「児．ri《虐待と家庭裁判所」判例タイ

ムズllOO－162）。

（2）また、審判諜の「理山」中にその後の親f・関

係修復に向けての親あるいは児相等関係機関に向け

られたコメントが示されている例も多数見られる。

「埋由」中のコメントに法的拘束力はないが、親が

裁判所からのメッセージとして受けとめ、児相等関

係機関から親への働きかけのきっかけとなることが

期待されるe
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　（理由中に示された親に向けての勧告の例）

①1㌧が、今後施設における処遇を辿して成長し、rl’f’

態を理解するとともに、自ら親とのlrli接を希望する

までは、その福祉のため、粗との而接は禁1トすべき

であるc、親は、今後、r・を自ら養育することを希望

するのであれば、自分自身の問題点に日を向け、」「・

の入格を尊爪することができるよう適切なカウンセ

リングを受けるなどの努力をすべきである〆名古屋

高裁’1”成11年1JJ　14　M）

〔ぢ親は児相による継続的助1－i’や指導を受けつつ、適

lEな養育知識及び良質な養育環境整flliに関する知識

を積極r1勺に獲得するよう努力する必要がある、，その

ためには、親と児相とは本件によって生じた不信対

、ン1関係を解消することに努め、子の健全育成を目指

して互いに緊密・な連携を図ることが、結局j’・の健全

発遥につながるものと考えるパ横浜家裁’卜成1241三5

）］111／）

③∫・をなるべくill・く家庭に復帰させるためには、親

やこれを援助する親族は、親の梢神症状に関する認

識や理解を深め、治療に努めるとともに、児川とよ

く連絡を取り令い、1：度と同じような事故が起こら

ないよう家庭の監護体制を整えることが重要であ

る。（東京高裁’ド∫茂12年9月191D

④親r双方の心σ）ケアをすることが必要であり、そ

のためには親が栢極的に児相に協力と援助を♪艮め、

∫・との関係改解を図っていく必要がある。親は児相

に不満を述べるだけでなく、その協力援助を得るべ

く、児柑の専門的意見によく耳を傾け、r一を自分の

ものと私物化しがちな心を戒め、児相の行う双方の

心のケアについての処方を尊爪してこれに従うなど

親側における　・層のr1制とr・の福ili：増進にかなう健

全な愛情をはぐくむことが望まれる。（東京高裁平成

13イド5JI31口）

　なお、このほか、児相等関係機関宛に’ff’i統合の取

り組みを促す内容の勧告が示される例もみられる。

（3）次に、28条の叩ウZをしたが虐待事実のウニ証が

lll二界の児ti／と母性

困難な小案において、審理に要するll・↑問を利川して

家裁の勧告を受けて親一r・関係の再統合に向けた試み

がされたび例を紹介する、

　【ケース概要】

　乳児が屯傷を負い、　・ll、1…保護（乳児¢琶に委託）さ

れた、．親による虐待が強く疑われたが、親は虐待を

否定して負傷の原因は分・からないとll’い、児相に対

して感情的に対、γ：した。児1：llは28．条術判を叩しウ：て

たが、負傷のほかに虐待を疑わせる：lr情は見られず、

負傷原因の立lilEも困難なtl．r一例であり、審川に相当の

期問を要することが見込まれた、、

　【家裁の勧｛ig．］

　家裁は、審判の結論がどうであれ、乳児期に親子

分離が長期化することによる弊害が懸念されるとし

て、児相及び親に対し、乳児院で定期的に親了”ifti会

をさせるよう勧告した、、

　また、児相に対しては、親了・而会を進めるなかで、

親と児相との関係修復を試みるよう示唆された。親

に対しては、虐待かどうかの判断はともあれ乳児に

重傷を負わせた以．ヒ不適切な養育があったことは否

めないのであるから、育児環境を整えるtx　YJをする

よう示唆された。

【親∫・IM会の経緯1

　本件は、審判下続中に再統合を目指しての．親．ゴ三山1

会を進めるよう乳児院にお願いしたものであり、乳

児院には多kなご苦労をおかけしたことと思う。

　乳児院からは、本件では、通常児相が果たすべき

役割（親への援助・指導や、施設と親θ）調整など）

を児相が果たすことはできないと思われるので、代

わりに役割を果たせる第三者が加会に、γち会うよう

要望が出され、家裁が選任した参↓∫・貝3名（いずれ

も元調査竹）が交代で立ち会った。

　親は、乳児院の組んだプログラムに従い、定期的

な而接を開始した。すでに・時保護から約6か月が

経過していた，，当初3か月間は母親のみ週21司乳児

院に通って半日の育児を行い、やがて、父母而接、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15



父親のみの面接、1口の育児、家庭への外泊、と進

められた。

　このように乳児院で面会を繰り返すなかで、親

は、乳児院の担当保育士に信韓〔を寄せるようになっ

た．、他方、而会に立会っている児相職貝に対しては

心を開かず、児相との関係の修復は進まなかった。

途中、乳児院より、親への援助・指導がされないま

ま而会を続けてきたので親子関係が思うように深ま

らないとの意見が出されたc

　最終段階では、親が保健所に援助を求め、担当保

健師が乳児院での面会に立ち会って育児指導を行

い、白宅への外泊時には家庭訪問を実施して育児指

導を行なった。親は拠当保健師にも信頼を寄せ、指

導を受け入れるようになった。

【育児環境の調整】

　親は、当初から裁判所の指導に従うと誓約してお

り、育児環境を整えるよう示唆されたことを受けて、

①負傷後続けてきた医療機関への定期的な受診を続

　けること

②保健所の保健師の家庭訪IU1や育児指導を受け入れ

　ること

③地域の育児サークルや保育園の囹庭開放に参加す

　るなど開かれた育児を心がけること

④審判の結果、」二が帰宅した場合には、当面週1回

　乳児院に通い保育士の助言を受けること

⑤自己の養育下において子に重傷を負わせたことの

　責任を感じ、今後は二度と危険のないよう開かれ

　た育児を心がける、との誓約

等を表明した。

　【審判の結論】

　本件は、申立から審］…1」までに約11か月もの長期間

を要し、結論は「却下」であった。却ドとなった理

由は、虐待の事実の立証の困難さもさることなが

ら、最終時点においては、親予面接の積み重ねによ

り母子関係がある程度ついてきていること、親は地

域の援助機関等と連携をとりながら子の養育監護に

　16

当たっていく姿勢を示していることから、親元で子

を監護させることが「著しく子の福祉を害する」と

はいえないと判断されたものであった。

【検詞’】

　以Lのとおり、乳児期の長期の親子分離は可能な

限り避けるべきとの考えから、施設入所を承認する

場合であってもその後できる限り早期に再統合が図

れるよう、審判手続巾から、裁判所が勧告して親子

面会を重ねさせた事例であった。

　28条審判を経たケースでは、強制的な親子分離や

審判手続のなかで、親の児相に対する強い対立感情

が生じる場合が多く、施設入所後に親と向き合い再

統合への取り組みを始めることが困難な場合も多い

であろうから、28条審判手続中であっても、将来の

再統合に向けて、中立の立場の家裁が訓整機能を発

揮して親への働きかけを行うことも検討されるべき

ではないだろうか。

　もっとも、家裁がどのような調整をすべきなのか

については、さらに研究が必要かと思う。本件でも、

虐待の事実や家族の問題点がわからない段階での而

会は無意味ではないか、関係機関の役割分担（特に

親への指導や援助）はどうあるべきか、親の選んだ

援助機関との関係だけで、家庭復帰後の子の安全を

本当に見守れるのか、等々、さまざまな疑問が出さ

れた。

　福祉領域にとって司法領域は理解することがむず

かしいと同様、司法領域は福祉領域での考え方や

ケースワークの進め方を知らない。司法が親子分離

のごく限定された場面での手続的関与しか予定され

ていない現行法のもとでは無理もないのであるが、

本件のような実践例について、司法の観点・福祉の

観点から検証し、今後に生かすことができればと思

う。

3．法改正の動きについて

先般、児童虐i待の防止等に関する法律（以下「虐



待防IL法」という）が．一．’部改IEされ、国及び地方公

共団体の貴務として、予防、lrt期発見のほか、虐待

を受けた児酸のケアや虐待を行った保護者の指導の

あり方についても調査研究を行うこととされた（同

法，1条4項）e虐待のli「期発見・保1護が相応の成果を

ヒげるようになってきたことからしても、これから

はますます次の課題である「fl］：ssi介に向けたJl又り組

み．1が肛要となるであろう．－t

　また、児竜稲祉法の　廿llを改．LL，．する法律案も1｜ζ1会

に提出されたが、継続審議として閉会した、、この法

案（厚生労働省の案｝においては、川統合に向けて

ぴ）1り法関与につき、次のような内容が含まれている．．／

　（1）期限付き承認

　28条審判について、現行法には人所の期聞につい

ての制限はないが、改1ビ法案では、「措澱の期間は、

’1

1該川置をIJN　taflした11から2年を超えてはならな

い．．．ただし、当該措置を継続しなければ保滋者がそ

の児章を虐待し、著しくその監護を怠、り、その他著

しく’11該児1†［：の福ト1｛：を害するおそれがあると認める

ときは、都道府県は、家庭故’FIJ所の承認を得て、’｜］

該期間を更新することができるn］とされている．、

　これまでは、　・度承認を得て人所甜1置をとると‘．iJ

法の閤写・する機会はなく、児相や施設の取り組みに

委ねられていたが、法改．IEがされるとすれば、更新

の承認を得る審判に才Sいてはこれまで2年間にどの

ような取り組みをしてきたのか勺；が判断材料とされ

ることになる、，また、最初の28条術判においても、

’i

G　lfliの親j：分離の必要性の］…引祈のみでは足りず、分

離後の課．題や目標を膓己据えた調有i・判1’lgi’が求められ

ることになると考えられる　t／

（2）親への指導にっいて

　白二統合のむずかしさとして、親に対するケアの困

難さが指摘されている、，

　現行法ドでは、児赦福祉司指」尊の措置〔児．1†｛：福“i：

法27条1項25膓）を採ることができ、その場合親は

指導を受ける義務のあることO，g’，待防1ヒ法11条］

川界の児債と1り¶

項）、親が指導を受けないときは知Ji：が親に対し指

導を受けるよう勧告できること　〔同条2項）が定め

られているが、さらに、改IE法案では、児相の行う

親指導についての家裁の1va　，j一を導人することが盛り

込まれている．，厚’k労働省の改止案では、「家庭故11il］

所は、措置に関する承認の審判をする場合において、

’11該措置の・終1’後の家庭その他の環境の調整を行う

ため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当で

あると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置

を採るべき旨を都道府県に勧告＾1’ることができる」

とされている

　川法が関’j一することにより親の姿勢の変化を促

し、再統合に向けた取り組みが少しでも進めやすく

なることが朗待される、、

4．おわりに

　虐待問題への取り組みが進み、早期発；Lt・保滋ば

かりではなく、長期的視点にN：tlってその後の川統合

への取り組みが課題となっている、．、i　1’］V：一の関∫元する

場面もますます多くなることが予想され、今後は、

これまで以1；に、rrl法と福祉の現場レベルでの川lll

理解が1∬要となるであろう

キーワード：家庭裁判所調査官

　家庭裁判所調査官は．心理学、社会学．教育学．法律学等

を専攻した者から採用され、家庭裁判所という司法領域にお

いて、その専門性を発揮して、家事事件や少年事件の調童や

人間関係の調艶などの役割を担っている。児黄虐待や少年非

行等、司法と他領域（福祉、心理．教脅等）とが複雑に交錯

する場面が増加するなか、今後ますます家庭裁判所調査官の

果たず役割は礪要となるものと思われる。
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家族の再統合

　　　　　　　　　　　　たか　はし　　　さとし

耀生活心騨醗所順高橋哲

1．はじめに

　何らかの事情によって了’どもが家族から分離され

なければならないとしたら、そのことはf・どもにと

ってどのような意味を持つのであろうか？それを考

えるためには、一・般的に子どもにとって家族とはど

のような意味を持つのかということから考えていか

なければならない。r・どもは基本的に家族のll1で発

達していくが、∫・どもが家族から与・えられるものの

IPで肢も本質的なものは、精神分析学が明らかにし

ているように、母親からtJえられる基本的安定感と

父親から与えられる社会性（内的な倫Wll感覚）の二

つであると考えることができる、，

2．基本的安定感の獲得

　出産後すぐの乳児の心の中では、さまざまの気分

が断片となって漂っている。これは出産以前から連

続している状態である、，この断片化された気分の集

合は、やがて．母親との授乳を媒介としたやり収りの

1トで、快と不快すなわち良い状態と悪い状態という

：つのまとまりを持った部分に分割されていく（図

1）v図1の右∬ll、点線で描かれた楕円が乳児の・C・で

ある。その中身は漠然とした良い状態と悪い状態に

分割されており、乳児の心はこの良い状態と悪い状

態を交II二に繰り返していると考えられる。良い状態

とは、母親からミルクを与えられ、おなかがいっぱ

いとなり安心してすやすや11民っている状態である。

悪い状態とはその反対に、おなかがすいたり、排泄

物で汚れたりした状態で、このときの乳児の心の中

は空腹感や不快感で満たされている。このような状

態になると乳児は、泣くことで母親に空腹感や不快

感を知らせ、それに対してけ親は、乳児にミルクを

’tt・えたり排泄物を取り去ったりすることで悪い状態

を良い状態に変えてやる．．

　図1の左側の楕円は、乳児から見た（乳児の内的

対象としての）母親であるe乳児の心の1．1．‘が悪い状

態のとき、それに気づかない母親は悪い対象である、，

それに気づき空腹感や不・快感を取り去ってくれた

ら、母親は良い対’象となる。このように対象として

の母親も、良い1∪親と悪い母親に分割されているe

　このような状態は、生後1年くらい続くことにな

るが、母親は完漿ではないにしても、大体において

乳児の空腹や不快のサインに反応することができ

図1．乳児の母子関係1

A．誕生から1年未満

乳児の内的対象とLてのliノ

空腹感

排泄物
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る。母親が、乳児の中にある悪いものをおおむね良

いものに変えることができたならば、乳児の心の中

には良いもの〔安心感i）が増大していくことになる．．

そして、生後1～2年くらいの問にだんだんと良い

状態が大きくなり、悪い状態を包み込むようなかた

ちに変化していく（図2）c．これは、良い状態の中に

悪い状態を同時に抱えておくことができる、すなわ

ち不安や欲望の解消の時問的延期ができる、簡litに

言うと我慢する能力が育ってくるということであ

る，、我慢する能力が育ってくると、乳児の内的対象

としての母親も大きく変化する。母．親が適切なク’ア

をしてくれるまで悪いものを維持しておくという能

力は、何よりも母親が安心や満足を㌦えてくれる対

象であるという人きな信頼感に支えられている．．，何

らかの事梢で延期されることがあっても、いずれ必

ずケアが受けられるのだと思えることは、母親が、

不安や不満に満たされた悪い部分を持ちつつも（今

ケアをしてくれないということ）、全体としてよい母

親なのだという対象認識に裏付けられている，，入が

他者に対して基本r1りな信頼1搭を持てるという能力

は、実はここにそのJ，寒礎を持っている，、そしてこの

欲望を延期する能力（我慢する能川と、対象に対

する基本的信頼感のセットが、私たちの人としての

基本的安定感なク）である，，

　この能力は、しかしながらいったん獲得されたら

それで安定して維持できるというものではない，，家

族の叩において、母親と∫・どもの関係として、母親

が悪いものを吸収しよいものを返してやるという構

造が安定して続いていく限りにおいて、r・どものこ

の能力は安定して維持されていく。了・どもは生活し、

成長していく過程で、さまざまのストレスを環境か

ら受けることになる，．それは不安であり、不満であ

り、欲望であるようなものだ。その悪いものを］’・ど

もはやがて、身振りゃ表情、行動を含む広い意昧で

Ili：　界 び）　児　 ↑i　
と
　

∫
：
よ ri：

の言語として表川するようになる、、その悪いものは

母親に対’して投げかけられる。母親は乳児の排泄物

や空腹感を現実のものとして吸収したように、表川

された悪いものを言語として吸収する、、そして乳児

にミルクを与え乳児の心を満足感と安心感で満たし

たように、良い言葉を表出し．r一どもに安心感をり・え

る、，〔図3）この関係は、了・どものil．｜に内在化された

母親によって、f’どもがrl足的に基本的’※定感を維

持できるまで、すなわち了・どもがアイデンティティ

を獲得し社会的に自、11するまでは、家族の中でずっ

と持続されなければならない。

　∪親との：者関係の中での基本的安定感の獲得、

これが］’一どもの発達にとって家族の持つ第一の機能

である。次に父と母とr・というこ者の閲係の中で達

成される第：の機能をみていかなければならない，，

図2，乳児の母子関係1

B．1年以後言葉によるコミュニケーションが可能となるまで

乳児の内llり対象としての母　　　　　　　心とLての乳児

図3，内的対象関係の発展
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3．社会性（倫理感覚）の獲得

　J：どもの発達の中での父親の登場を見てみよう。

　生まれて間がない乳児は、母との・体感のli．1で生

きている。そのときには乳児にとっての父親は、ま

ったく意味を持たず単なる異物でしかない（図4の

A），，しかしながら生後数週問もすると、すなわち病

院や産院からもどってきて、家族の中で母親が授乳

＝ 育児という行為を始めると、父親は夫として母親

のその作業を心Ji‖ln勺に→戊ーポートしなければならない

（図4のB），：，これは大変乖要な役割であって、これ

がなければ母親は安定した授乳を行うことができ

ず、すなわち、先に述べたおおむね悪いものを良い

ものに変えるという作業が安定して継続できなくな

り、了・どもが我・漫ということを獲得する段階になか

なか到逮しないことになる，t

　I・i’葉を独得し、母親のケアも適切で、基本的安定

感をおおむね獲得できた段階になると、．．j’・どもは母

図4．父親の登場1

A．乳児期1 B．？L児期2

父
／父一夫＼

】又

図5，父親の登場1

C．幼児期1

父．親による介入、切断

1－・

D，幼児期2

こ．者関係｛社会関係）の成iZ

20

親との一・体化した親密な関係から外部に関心を向け

ていかなければならない。ここではじめて父親とい

うものがその般大の役制を発揮することになる。父

親の最大の役割は、抵抗する子どもに対して、指示

や禁［Lをn徹することによって、この親密な一・体感

を．．一度口」断することにある（図5のC）。この切断は

子どもにとってどういう意昧を持つのか。この切断

を受け入れるということは、関係における第三者を

認めるということに他ならないnつまり自分が独占

していたはずの母親が、もう　・方では父という第＝

者とも親密な関係を持っているということを認める

ことができたとき、了・どもは、関係における第三者

を受け人れるという能力（社会性、気遣い、倫理感

覚）を↓隻得することができる（図5のD）。

　母親からフ隻得した基本的安定感と父親から獲得し

た↑．1：会性は、jr・どもの心に内在化され、それらを持

つことで∫・どもは安定して社会と向き合うことがで

きる（図6）。ただし思春期以前には、まだ内在化さ

れた母、父と、家族内の現実の母、父との区別はつ

いていないc、思春期以降、社会的自立1が逮成される

と、現実の母、父がいなくても安定して杜会関係が

結べるようになる（図7）。

4．子どもの家族からの分離

　以．」二のような基本的な家族の機能を前］是にして、

子どもの家族からの分離を考えてみよう。考えなけ

ればならないことは．：つあるe

　ひとつは、子どもの家族からの分離が不可避的で

あるとして、］’・どもの発達11のどの段階で分離が行

われるかということである。母や父が内在化され、

現実の母、父がいなくても礼会と向き合えるように

なる思春期（図7）以降の分1‖1｛1は、子どもの心に悲

しみを「）．一えるとしても、心そのものの構造を破壊す

るまでには至らないpしかし発達早期、とりわけ基



図6．母、父の内在化＝社会性の獲得

　少イトIUj『（tよ｜リ：、父‘よ、機育邑ヒし丁（「」・1イにfヒ

5れ’cはいるか、家『庭「J・jの」見実の父、りと

明碓には1メ：別されていない

図7．母、父の内在化＝アイデンティティの確立

B．思春期以降

（り厄元漠’）

内なる父
㍉侮川・

　道徳

　」り㍉父（土1勺イ1／「ヒざtL．j，li・Jl，a）

り・、父力Cいなくても、棲叉自巨と1，

て心の中で働くようになる

＜一レti：会

イS的安定感がまだ成、ンニしていない乳児期咽川で

の分離はゴ・どもの心に構造的なダメージを「j・える

し、基イこ的安定感は成～㌧1しているが、社会性が未発

産の幼児期（図2）での分離も、それを父の代川物

で補っていくのは困働な作業である、けや父がある

程度まで内在化されている少年期図6〕での分離

は、ル活環境の中で適切に母、父の代川物を補えば、

J’・どもの心へのダメ・一ジは修復していくことができ

る

　このような観点から杉えると、死別などそれが不

1’

IJ避の場合を除いて、　r・どもへの保護や親権剥奪な

どの人為的な分離は、とりわけ発達㌧し期にはできる

だけ行わないほうがよいという紬論が導かれる、．／

11［／itトv）lu　lliと1：」：f［．

　しかしながらもうひとつ考えなければならないこ

とがある、、例えば虐f寺」環ぢ在を考’えてみよう、、親から

J’・どもに対’して、安心感が与えられず．継続的に不安

や迫害が与え続けられている場合、とりわけそれが

発達llし期の基本r10安定感を獲礼する時朗に1リ：親から

行われているとすると、∫・どもの心は修復不Ilr能な

までにダメージを受ける．この場合は、たとえ親の

代川物による補完が困雑であっても、できるだけ1］「・

くその環境から分離しなければならない．．そして、

安定した環境のlliで、代川物によってそれがある程

度違成され内在化されるまでは、もとの環境に長期

で返すこヒは行うべきではない、、

　結諭的にいうと、発達とともに1’・どもの内的対象

関係がノくきく変化する発遼㌧1・期には、できるだ’け親

から分離されないほうが良い．．だが］’1然な内的対象

閲係の成、’tlをノ〈きく阻害する要・囚がそこに働いてい

る場令は、できるだけlil・く分離しなければならない

し、いくら観が望んでも安易にその環境に返しては

いけないということになる．、いずれにせよ、∫・ども

の家族からの分離を．杉えていくときには、それによ

って了・どもの内的対’象関係がどのように変化し、ど

のようにダ．メージを受けるのかという観点を欠かす

ことはできないだろう、

キー．ワー．ド：内的対象関係

　心の申にある対象。私たち1まある対象とかかわるとき、現

芙の対象と現実的なかかわりをするととbに、心の中にその

対象を作り出し、心の中でその対象とかかわるということを

行う。「そんなことをすれ1まあの人は怒るよ」と．呂．うとき、内

的対象としてのあの人が怒ると言っているのであ：）て、本当

にその人が怒るかどうかは、その人が登場しないと分からな

いnその内的対象と自分との関係を内的対象関係という。梢

棉分析学の用語，，
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家族分離と再統合のための

アセスメント

特．

家族の再統合

　　　　　　　　　　　　　　　　か　　とう　よう　二
流通科教学サービ・麟学部搬加藤曜子

1．現在の家庭再統合のこころみ

　児遣福祉法改正案において、家族再統合の試みが

提案され、施設人所の児童への計画的な援助の必要

性が求められているG

　∫・どものこころのケアについては、心理二i．：が全国

に配置され、各児童養護施設で心理療1去が取り組ま

れている。．．’方、虐待をした親へはカウンセリング

事業が実施されている。平成15年に全国の児↑i鮒．｜談

所を対象に調査をしたところ、虐待親へのカウンセ

リング支援事業は88か所（全1L⊆1182か所r．IIP1答151か

所）で実施の回答があり、その・つ大阪ll∫の例では

「児童虐待に関する親・．Fの心理治療事業の実施要

綱」に基づき、梢神科医が親を担1当しワーカーと連

携をとりながら、親子再統合がされていた。治療プ

ログラムがあっても、ケースマネージメントカがな

いために不十分であると報告している地域もあっ

たい。東京都児童相談センター治療部は全国にさき

がけて家族再統合のための先駆的な事業を展開して

いた㌔⊃ド成16年度には、日本福祉大学の井・ヒ氏ら

が児童相談所、施設との合同チームでオーストラリ

アの試みを発展させていこうとする事業の試行を始

めている1㌧

　これらの再統合の1”1的は、保護者が了・どもと再び

一一緒に暮らしたいと願う心を育てることであり、ま

た親の不安な気持ちを受け止め現実の生活を安定さ

せながら、親の養育力や技術を養い、親としての自

信をつけていくことである。．r・どもについては、虐

待によって引き起こされている問題行動や不適応、

さらに認知のゆがみをどのように施設入所中に治療

や指導によって回復できるのか、さらにすぐに改善

されなくても、親がそれをどのように受け人れてい

くのかが課題となる。

　そういった家族再統合プログラムについて、具体

的にどのリスクを軽減させ、援助し、さらにどう評

価していくのかというアセスメントが垂要となる。

　アセスメントを論じる前に、カリフォルニア州フ

レスノ郡審議会の弁護士作成の家力矢再統合の規定が

設けられているので紹介したい。（大切なのは子ども

の披善の利益を優先することで、ソーシャルワーカー

の調査も含んで考慮されるべきだという断り書きが

ついている。）い1，1から15は再統合不適としている。

　1，保護者が行方不明である。

　2，親が爪度の梢紳障害を受けている。（ただし再統

　　合サービス利川ができないと放棄するか、サービス

　　が整っていても親が1年半以内ぴ）時閲制限のなか

　　で1㌘どもを1一分に養育できない、という場合のみ）

　　この場合は精．神科【医の意見がいる0

　3。本児および兄弟が親による身体的虐待・性的1占待

　　を繰り返し受けている。そして虐待／‘IP例として分離

　　され、その後親に戻るが、．再び虐待を受けたb

　4．他児を虐待で死なせている。親子関係をみるこ

　　と．親の更正が可能かどうか。再統合ができなけれ
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lll／IYIの児r∬とlerl，

　ば、了・の永続的な生活保1埠は誰が適切かを考えるe

5．裁判所が分離の必要な1‘S待を受けた事実を発見

　した，，（くりかえされる再統合の失敗は子どもの愛

　着形成にとって致命的になるおそれがある。よって

　前の失敗は何だったのか、親の薬物による虐待の事

　実、暴力歴、サービスによっても変化しない親の態

　度などを考慮すべきである。）

6．深刻な性的虐待やi茱刻な身体的虐待があった、、

7，親が3．5，6の理1十1で他の兄弟や異母兄弟のli｝統

　合を拒否されている。

8．1：どもをM歳以1“でわいせつ、みだらな行為や、

　性的虐待により妊娠させた．、

9．r・どもが以ト’の理川で1黄判所の管轄に入wている、，

　　親が了・どもを遺棄、意図的に養育放棄（生後3H

　以内）した。

10．裁1三1］所が他の兄弟の家族111統合の終結を命令し

　た。再統合の失敗。親が｜1三当な努力をしなかった。

U．他の兄弟の親権を永久に剥奪された、、また再統合

　の努力をしなかった問題がある。

12，親が重罪を犯しているや

／3．親に虐待歴や慢性的薬物乱用歴があるDA、Bど

　ちらかの場含。そしてA．過去3年間この問題a）た

16，親が刑務所に入っているか施1没ll又容されている。

　この場合には、裁判所は適切なサービス命令を出す

　必要がある。　〔以．ド省略）加藤素訳

これらのガイドラインは、わが国でも参．考になろう、．

2．アセスメントについて

　分離から再統合までの・連の手続きのなかで屯要

なことは、アセスメントを通じて、子どもの安全を

保障するため親も含めた援助計i呵をどのようにたて

ていくのかという点にある。窄者らは児童相談所の

協力をえて分離の際のアセスメントの道具となるリ

スクアセスメントを開発した．，筆者らは、リスクに

関逃ある25項目を枠組みとし、分離保護と関連した

項目は、「虐待が継続している」「親の虐待自覚がな

い」「了・どもの心身状態が悪い」「親のアルコール・

薬物」「傷の程度が重い」「養育能力・意欲が低い」

「社会的サポートがない」「． ∫・を守る人がいない」で

あることを報告した㌔

　該当した項i」は、その後治療や援助を前提とした

子どもの状態に応じた援助計両に関係する。つまり

単純にいえば、該当した項1．1が軽減され、安全面・

プラス面を高めれば引き取りがn∫能になるめやすが

　めの処遇を拒否した。13．少なくとも2

　回はブ．ログラムを受けられたのにもかか

　わらず、薬物、アルコール治療命令に従

　わなかった“

14．保漫者が保護者代理人に家族維持や家

　族再統合、子どもの養育権の放棄を代理

　署名させているtコ

15，保護者が了・どもを措『‘1先からllrll以1二

　意図的に誘拐し、本児、兄弟の行方を臆

　した，，そして∫・どもを措置先に返すこと

　を拒否した。またソーシヤルソーカーに

　養育権をもどすことを拒否した。

図1．ケースの流れのモデル図

　　予防領域保健所・センター、保育現場、周産期ネットワーク

　　　‡　　　　　　　　　　　虐待通報　　　　　　　隊庭劇「「↓所1

　　　　　　4＿一一．一・a
　　伽祉’｝壌所4－一一一●児敢相談所

　　　　↓

　市町村虚待防th
　　ネットワ．一ク

胴別ケースネットワーク

　　検rけ会儀　　レ

　　横肘会儀一一レ

検Jj』会儀→

／
／
在宅支援．ぐ一〉施設措置ぐ一レ里

ぐ一帰宅

　　　　　　　　訂

家族再統合
　　　　　　　　　　：
一 アセスメント指郎利用　；

　アセスメント指標利川　「

〔ゼ・〈．『懸拠l！．1

終了・自、ンン養了・縁紐 加1藤作図
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たっということになる。そのためにも何がリスクな

．のかを見極める力、どう軽減していくのか、安全面・

プラスのカをどうつけていくのかの方法が求められ

る。分離時の事情は、その後家族の変動や事情によ

b変化する可’能性が高い。よって、子どもの安全の

表1．家族支擾の尺度とアセスメントの指標

確認のため、外出、外泊、引き取りの都度、虐待再発

を防ぐためリスクを把握しておくことが必要となる。

3．アセスメントプロセスの実際

　アセスメントのプロセスはケースの流れのモデル

ら：横浜市．（5段階評価尺度） 愛知県〔4段階評価尺度）　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

子どもの状況 親の精神的状況

1，子どもの健康・発育の状況 1．1菖待行為への治療意欲

2．親に対する恐怖心の程度 2．子どもへの攻撃的衝動性のコントロール

3．対人．関係や怖緒が安定し、環境や集団に適応可能 3。親自身の梢神的な安定度

4．虐待に対する認知の程度 4．親の養育機能

親の精神的状況 家庭社会的状況

5，虐待の事実を認める 5．経済的・物理的生活基盤

6．子どもの立場に立った兇方や感じ方ができる 6．公的機関との相談関係

7，子どもへの衝助のコントロールができる 7．地域や杜会モニターの存在

8．親が精神的に安定 家庭・親子関係

9．養育の放棄，放任の椴度 8．親子関係

親・象族の社会的状況 9．家庭内の人1田関係

］0．生活基盤が安定している 子ども状態

11．公的機閲との相談関係がとれてし・る 10．子ども状鰻、健康・発育状況

12，夫婦や家族に対して地域・社会のモニター・支援機能が存在 11、対人関係・情縦の安定性

13．適切な地域サービスを利用、受け入れる態度

親子関係の状況

14．親子が安心して暮らせる

15．親子が：圧いに肯定的に評価しあう

16，子どもの物理的、心理的居場所がある

17．親子の非言箭的なかかわり
．

大阪保護アセスメント指標（はい・ややはい・いいえ・不明 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．大阪再統合指標・施股用（はい・ややはい・どちらともいえ
ない、ややいいえ、いいえ、不明を選択）

虐待　　　廊待の程度 虐待　　　　　　止んでいる

虐待の継続している 子ども　　　　　家庭復滞の思いがある

虐待歴がある 保護者への恩いがある

性的1歯待がある 生活態度行動の改醤がある

子ども　　　身体状態あり 虐待再発時助．げを求められる

精神状態あり 親　　　　　　子どもへの思いがある
日’常i｜1：話欠 子どもの現状理解がある

隅題行動あり 虐待を認めている

子どもの気持ち（親に対する） 家庭復棉の努力がある

養育者　　　梢神状態あり 保護者の白覚がある

性格問題あり 育児知識、技術がある

アルコール・薬物あり 保蔑者の抱える聞題（薬物・暴力など）がな．い

被虐待歴あり 京族地域環境　　家庭内における人間関係がある

子への悠悩に聞姐あり 親族・地域サポート体制がある

養育　　　　　虐待自覚がない 経済的問題がない

養育意欲に乏しい 生活環境に間題がない

養育知識に欠ける 援助機関との関係に間題がない

家族環境　　社会サポートなし

夫婦川題があり

経済｝瑚題あり

生活問題あり

関係機関　　協力なし

援助効果なし

子を守る人がいない
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図の「11でみると図1のように児童相談所から始まっ

てケースの終了までである．

　丁者らはノミ阪リスクアセスメントを基本にして施

設側が利用できる指標である大阪再統合指標・施言文

JUを作成し、川題点の再認湿、援助の方「句を意1味づ

けられるのではないかと調査研究をしている。

　横’浜11∫児童川談Ptで開発された「家庭支援のため

のチ．Lックリストとプログラム作成マニュアル．1で

は家庭評価として家庭をどう支援するかに焦点をあ

てたチェックリストが開発されている、、5段階評価

JUfi，・で家bk　llil・統合が測られる（．「．

　また、愛知県についても棚浜市II∫1様「．家力突支援の

ためのチ⊥ックリスト」として保護者の状態0）評価

と評価表を開発した。4段階の評flllilこ度で点．数化し、

児［†1福祉司、心∫脚ll定貝、　r・どもを処遇する施1没職

U、指導を担当する職貝2名以ヒのチームで評f［lliし、

指導方針をたてる／’．．．家庭支援のためのチ・Lックリ

ストは、他地域でも採用しているところもあり、今

後の実践効果が待たれる，

4．指標利用の実際と課題

　筆者らは児世養護施設のi務力をえて指標を利川

し、「’タト川」、i．タト泊．1、「り1き」収り．1、1引き集（りla～1難

（1’1　ン／）」にカテゴライズし各ケースにつけられた該

’1

］項日につき、瑚在分析をした㌧．「引き取り困難

（自」：tl）」については、り1き取りができない背景に親、

家庭］［情が圧倒的に多いことがわかった。「外泊」、

「り「き取り」を⊥’ヒ較すると、外泊のほうがリスクと

なる該当項目が多かった，「引き取り」は「外泊」や

「・Jlき取り困雑」に比べるとリスク項日の該．’｜］率は

低いが、「虐待日覚がない1「了・どもの状態を親が1’

分認識していない1は調介対象の5割に該当し．・」1き

収り後も、親臼こ葛藤関係が川じるであろうことが

示唆された◇家↓知』｝統合は、家庭引きll妙｝で終J’す

He一の児丘1’と母性

るのではなく、その後もフオローアップが前要であ

る点が1」｝認識された。調査を通じて判った∴‘エは、児竜

川談所のみならず、施設側がアセスメント指標を活

川し援助計画に役立てる技埴をつけていく点であっ

た，、もっとも施設側はまだ長年の「勘・1と経験でケー

スをみている傾向が強く、アセスメントの認識は育

っていない。児遣朴1談所と協議する場合に施設側の

アセスメントの視点を活かすことが諜題であろう．　tt

　「親f’のアタッチメント」が成立していなかった幼

り己力、施｝没から家に弓1き」1又られ．、　6か月後に母から虐

待を受け死亡した事件が起きている，、こういったり1

き収り中の虐待再発を防11：するためにも、り1き取り

川…の的確なアセスメント、その後の定期的な再アセ

スメントができる支援体制づくりが地域内でサポー

トネットワークとして構築されていくことが同時に

求められる、、これらとりあげた指標については試行

の段階であり、今後も現場でW効活川できるためさ

らなる検討’・改善が必要である，，

T］1
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キーリード：アセスメント

　児童領域に限らず、ソーシャルワークの基本用語である。

問題把握と計画を意味し、サービ．ス提供をつなぐ一連のフロ

セスを意味するvアセスメントが援助の方針を決足していく

かなめの役害1」をしている。児．璽虐待防止の分野ではアセスメ

ントの枠組みとして子どもの安全のためのリスクアセスメン

ト指標がある．、リスクアセスメント指標も初回のみならず支

援プロセスの中で尼期的に便われるものとして認知さτ1てき

ている。
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児童養護施設における家庭復帰

の現状と家族再統合の取り組み

特
家族の再統合

　　　　　　　　　　だ　　て　なお　とし

旭聴ボー・蹴長伊達直利

1．子どもの保護と家族再統合

　これまでも「保護しただけでは、問題の解決にな

らない」、「保護は、ケアのはじまりに過ぎない」と

指摘されてきた、、しかし、児童相談所はr・どもを保

護しなければならず、その保護された了・どもを児巾

養護施設は受け人れなければならない。水が低きに

流れるように、すべてが「itどもの保護に収敏してい

くこの流れは、児童養護施設の「満杯状態」につな

がっている．t

　l満杯状態」だけであればまだ良いが、児童養護

施設は「混乱状態」でもある。児童養護施設の役割

は、児章相談所から送られてくるケースのニーズに

よって決まってくるeそうなると児童養護施設は、

どのような子どもが人ってきても対’応n∫能なもので

なければならなくなるが、そうしたオールマイテ

ィーな受け［ULは存在しない．，ここに児童養護施設の

「混乱状態」の根がある、といえるだろうc，

　さて、］T・どもの保護は家族分離でもある。そこで

この「負」の意味合いを打ちli笥すために、家族μ｝統

合ということが叫ばれることになるが、私は、この

状況を少しいぶかしく思っている。家族再統合は、

親の失瑚、親子関係の不金、子どものつまずきや外

傷から、その回復や発達に向かっていく複雑な過程

であって、そうしたことがよく見えてこないからで

ある。

　またどれだけ家族内；統含に努力しても、それがl」1’

わないというケースが存在するということである、、

親の死別や失跨といった極端な場合を除いても、こ

うした事例は必ず出てくることになるので、児意養

ii要施設から、このための家庭代替という役割を外す

ことはできない。家族II∫統合を掲げるだけでは、こ

うしたケースに対応できないことになるだろう。

　そして家族11」統合が、児童養誰施設の「回転率」

を早くするために叫ばれているのではないか、とい

う懸念もある。子ども虐待問題の増加に連動して児

散養護施設が「満材ミ状態」となり、保護しなければ

ならないr’どもの受けIIILが不足してきた。家庭にお

いたまま万・のことがあれば、すぐにL‘f任追及につ

ながりかねないご時世である。このため、保護に支

障がでてくる状態の改Xは、急務となってくるから

である。しかしこれでは、ますます子どもの保護に

収敷していくだけで、ケアから遠のいていくことに

なるだろう、、

2．当施設からの家庭復帰

　過去19年の問に、私たちの施設から退所していっ

たfどもたちの数は89名であった。現在の当施設の

定貝は40名となっているが、もともとは30名からは

じまり、平成10年に36名、そして平成13年に現在の

規模となっているので、その数はあまり多くない。

　表1は、この89名を、家庭に引き取られることに

なった「家庭復帰ケース」、施設から社会的自立をし
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